
佐賀県

佐世保市

屋外広告物禁止地域の指定（追加）
松浦インターチェンジ（志佐町浦免）

から佐世保市界（御厨町板橋免）

までの区間。（※市街的区間を除く）
道路の中心線から両側５００ｍ以内の

地域で、これから展望できる区域。

都市計画区域界

第１種許可地域 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、

第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域

第２種許可地域 都市計画区域内のうち第１種許可地域、第３種許可地域以外の地域

用途地域が規定されていない地域

第３種許可地域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域

市 街 的 区 間

都市計 画区域界

許可地域の区分


